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第２回袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会（書面会議） 

 

１ 書類発送日  令和４年８月８日（月） 

 

２ 協議期間   令和４年８月２３日（火）まで 

 

３ 委 員 

会 長 鈴木 文彦 委 員 大川 敦 

副会長 小島 悟 委 員 市川 美則 

委 員 髙橋 直人 委 員 小泉 和美 

委 員 渡邉 彰 委 員 仲田 秀明 

委 員 佐川 正和 委 員 柴田 一直 

委 員 鈴木 一三 委 員 西田 隆司 

委 員 成田 斉 委 員 影山 昭子 

委 員 髙橋 晴樹 委 員 赤川 稔 

委 員 深山 宏樹 委 員 船越 光子 

委 員 鈴木 利和 委 員 山上 拓也 

 

４ 傍聴定員と傍聴人数  書面会議のため該当なし 

 

５ 議 題 

（１）市内公共交通の現状について 

（２）デマンド交通実証事業の進捗状況について 

（３）袖ケ浦市地域公共交通計画策定業務について 
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６ 協議概要 

（１）市内公共交通の現状について 

意 見 等 一 覧 

深山委員  コロナの影響による高速バス利用者が戻ってきていない現状のため、

今後も状況を注視していく。 

仲田委員  公共交通機関については、指定路線区間に限定されたもので利用者に

よりその経営が成り立っている。 

 しかし、現実には人口の減少や地域によって過疎化が著しく、営業活

動による収益減を公的負担により補填し、営業を確保する悪循環に至っ

ている。 

 これらの解消を目指すも利用者拡大は望めず、現在のデマンド交通な

ど高齢者対策を主眼とした施策の検討に入るなど厳しい状況にある。 

柴田委員  市内公共交通の現状について、コロナ禍であり様々なデータの減少は

あるものの、コロナ流行前の水準に戻った時を想定し、持続可能なデマ

ンド交通を構築すべきだと思う。 

西田委員  コロナ禍により利用人数の減少はやむを得ぬこととは理解するもの

の、利用人数が減少した場合の効率の良いダイヤの組み方（減便も含め

て）の変更や、それを上手に利用者にアナウンスし、無駄なコストを減

らしつつ、公共交通を維持していくことを交通事業者にお願いしたい。 

赤川委員  公共交通については、資料の路線バス状況と鉄道の状況が示すとお

り、路線の起点と終点において、住民または企業等の人が集う場所があ

ることで交通需要が発生すると考える。 

 故に、街づくり（都市計画）が交通問題の解決に必要不可欠であると

考える。 

 

（２）デマンド交通実証事業の進捗状況について 

意 見 等 一 覧 

深山委員  今後とも情報提供をお願いしたい。 

仲田委員  抜本的な解決策を見出すことや衆人の満足を得られることが理想で

ある。しかしながら、利用絶対数の確保が事業の継続につながるも、状

況は不確定であり、地域ごとの差異が生ずることは当然のことである。 

 よって、可能性を考えた事業の試行を繰り返すことも必要だと思う。 

柴田委員 予定に沿った周知を図るべく、計画どおり推移することを望む。 

西田委員 地域の高齢化に伴い、移動に対するニーズは必然的に高くなると予想

される。今回企画されている内容については、既に実施予定地区への説

明及び関連機関への周知も実施されており、評価したい。 

様々な意見の集約があると思うが、予定どおり進められるよう願って

いる。 

 

 



 - 3 - 

赤川委員 デマンド交通実証事業については、利用者が分かりやすい場所から乗

車するために、停留所の位置が重要だと考える。 

ついては、住民の所属する自治会や、商店及び銀行等に設置場所を一

任するのではなく、設置場所の条件（交通量、道路幅等）を提示して、

意見交換したうえで設置場所を決定すべきと考える。 

船越委員 資料２の（３）事業者周知関係で、君津木更津医師会二部会及び歯科

医師会に事業周知とあるが、どういうことか。 

 

（３）袖ケ浦市地域公共交通計画策定業務について 

意 見 等 一 覧 

渡邉委員  国土交通省では、令和２年１１月の「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」の改正と合わせ、地域公共交通計画と補助制度の連動化

を行った。 

 今後、地域間幹線系統補助や地域内フィーダー補助を活用するために

は、補助系統の地域の公共交通における位置づけや、補助事業活用の必

要性等について、計画に記載する必要があるため、最終案の作成にあた

っては、留意してほしい。 

深山委員  全体的な交通の利便性の向上を目指していることについては承認し

ます。バス事業者との共存、共栄できる体制に期待したい。 

仲田委員  理論と実際の差異が現実であるため、少しでも理想とする試行案を策

定し、常に試行判断と疑義、訂正すべき点を見出すことが必要である。 

 そして、より実現可能な事業を確立したい。本件は、将来的に絶対必

要とする公的事業であり、利用者負担と補助は当然ながら、社会的な基

盤として確立させたい。 

柴田委員  現在、地域公共交通機関の再構築が必要と騒がれている。 

 ＪＲ東日本ローカル線の赤字に伴うもので、在来線と新幹線の利益で

ローカル線を補填している現状があり、バス路線への変更も議論されて

いる。 

 目指すべき地域の公共交通機関の姿をどのような交通で実現するの

かを考えたとき、デマンド交通は有効である。 

 持続可能な事業開発を早急に確立すべきと考え、現在の袖ケ浦市で進

行中の計画を支持する。 

西田委員  デマンド交通実証事業については、大変関心を持っている。市内各地

域は、人口動態や住居形態が異なっていても、高齢化による移動手段を

確保する必要性が年々高まっていくことは、どの地区でも同じである。 

 今回の長浦地区で運行するデマンド交通については、実施していく中

で様々な面において当初の予想と違う事象が生じる可能性がある。しか

しながら、忍耐強く工夫を重ねることで問題点を克服してほしいと思

う。 

 それらの問題を解決して前へ進めることで、他地域での導入を検討す
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る場合の最適化が図れるものになると思う。 

 今回、長浦地区で運行が開始されるデマンド交通が順調に運用され、

地域住民の外出の利便性向上に結実することを期待する。 

赤川委員  交通計画は住民の足を担う使命があり、都市計画による街づくりと地

域開発等と密接不可分であることから、「市内の地域の不均衡の是正、

すなわち住民人口バランスの解消を優先順位第一位とする」を目標にす

る業務計画を目玉とするべきである。 袖ケ浦市の地域特性を生かした

街づくりがあって初めて交通問題の解決となる。 

 首都圏に位置する袖ケ浦市は近隣市に比較することなく地理的に優

位性を無駄にしている。 

 宝の持ち腐れを永年続けている。 

 



 

別紙 

意見の概要と事務局の考え方 

議題１ 市内公共交通の現状について 

意見の概要 意見に対する事務局の考え方 

 コロナの影響による高速バス利用者が戻ってきていない

現状のため、今後も状況を注視していく。 

 市といたしましても、状況を注視するとともに、各公共交

通機関において、感染症対策を講じている旨を周知してま

いります。 

 公共交通機関については、指定路線区間に限定されたも

ので利用者によりその経営が成り立っている。 

 しかし、現実には人口の減少や地域によって過疎化が著

しく、営業活動による収益減を公的負担により補填し、営業

を確保する悪循環に至っている。 

 これらの解消を目指すも利用者拡大は望めず、現在のデ

マンド交通など高齢者対策を主眼とした施策の検討に入る

など厳しい状況にある。 

委員のご意見のとおり、公共交通は一定の利用者が乗車

することによって事業が成り立っておりますが、自家用車

の普及や少子高齢化の進展により、利用者からの収入だけ

では成り立たなくなっております。 

これは、本年１０月から開始するデマンド交通実証事業

でも同様であり、地域住民の皆様の多くの利用があって維

持できるものでございます。 

そのため、まずは地域の皆様に現状をご理解いただくと

ともに、利用者が多くなるよう利用促進に努めてまいりま

す。 

 

 

 

 

 



 

別紙 

 市内公共交通の現状について、コロナ禍であり様々なデ

ータの減少はあるものの、コロナ流行前の水準に戻った時

を想定し、持続可能なデマンド交通を構築すべきだと思う。 

どの交通手段におきましても、コロナ流行直後の令和２

年度と比較すると、現在、緩やかなものではございますが、

利用者は回復してきております。ただし、コロナ流行前の水

準まで戻るかどうかは未知数でございます。 

そのようなことから、各統計数値を注視し、どこまで回復

するのかを見極めながら、各公共交通施策に取り組んでま

いります。 

 コロナ禍により利用人数の減少はやむを得ぬこととは理

解するものの、利用人数が減少した場合の効率の良いダイ

ヤの組み方（減便も含めて）の変更や、それを上手に利用者

にアナウンスし、無駄なコストを減らしつつ、公共交通を維

持していくことを交通事業者にお願いしたい。 

いただいたご意見を踏まえながら、各交通事業者と効率

的な運行と利便性の向上について、協議してまいります。 

 公共交通については、資料の路線バス状況と鉄道の状況

が示すとおり、路線の起点と終点において、住民または企業

等の人が集う場所があることで交通需要が発生すると考え

る。 

 故に、街づくり（都市計画）が交通問題の解決に必要不可

欠であると考える。 

委員のご意見のとおり、路線バスにつきましては、代宿団

地（椎の森工業団地）袖ケ浦バスターミナル線の実績が示す

とおり、住宅地から鉄道駅、鉄道駅から工業団地などを終起

点とする路線で利用者が増加していることから、住民また

は企業等の人が集う場所があることで多くの交通需要が発

生すると考えられます。 

引き続き、街づくりと連携して公共交通施策に取り組め

るように、今後、本市総合計画や都市計画マスタープランを

上位計画とした地域公共交通計画を策定し、公共交通ネッ

トワークの再構築に努めてまいりたいと考えております。 



 

別紙 

議題２ デマンド交通実証事業の進捗状況について 

意見の概要 意見に対する事務局の考え方 

 今後とも情報提供をお願いしたい。  当事業の実績等につきましては、随時協議会の議題にし

たいと考えております。 

 また、既存公共交通との連携を図るため、必要に応じて各

交通事業者への情報提供をしてまいります。 

 抜本的な解決策を見出すことや衆人の満足を得られるこ

とが理想である。しかしながら、利用絶対数の確保が事業の

継続につながるも、状況は不確定であり、地域ごとの差異が

生ずることは当然のことである。 

 よって、可能性を考えた事業の試行を繰り返すことも必

要だと思う。 

委員のご意見のとおり、市内各地区の地域特性が異なっ

ている中で、全てのニーズに応えることは非常に困難でご

ざいます。この度のデマンド交通実証事業では、応えられる

ニーズを少しでも増やしていけるように、実証期間中にお

いても様々な意見を踏まえて、その都度課題を解決してい

きたいと考えております。 

予定に沿った周知を図るべく、計画どおり推移すること

を望む。 

現時点におきましては、予定どおりの周知活動を行って

おります。 

今後も引き続き、計画的かつ効果のある周知活動を実施

してまいりたいと考えております。 

地域の高齢化に伴い、移動に対するニーズは必然的に高

くなると予想される。今回企画されている内容については、

既に実施予定地区への説明及び関連機関への周知も実施さ

れており、評価したい。 

様々な意見の集約があると思うが、予定どおり進められ

るよう願っている。 

今後も引き続き、計画的かつ効果のある周知活動を実施

してまいりたいと考えております。 

また、様々な意見を集約する中で、地域の皆様にとってよ

り良い移動手段となるよう問題点を解決してまいりたいと

考えております。 



 

別紙 

デマンド交通実証事業については、利用者が分かりやす

い場所から乗車するために、停留所の位置が重要だと考え

る。 

ついては、住民の所属する自治会や、商店及び銀行等に設

置場所を一任するのではなく、設置場所の条件（交通量、道

路幅等）を提示して、意見交換したうえで設置場所を決定す

べきと考える。 

停留所の場所につきましては、交通量等の設置条件を踏

まえて、まずは市が案を作成し、その後、各自治会等の意見

を踏まえて決定いたしました。 

また、実証運行開始後においても、様々な意見を踏まえ

て、停留所の増設等を検討してまいります。 

資料２の（３）事業者周知関係で、君津木更津医師会二部

会及び歯科医師会に事業周知とあるが、どういうことか。 

長浦地区内の医院や歯科医院に停留所看板の設置を依頼

する旨を、君津木更津医師会二部会及び歯科医師会に対し

て事前に周知いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

議題３ 袖ケ浦市地域公共交通計画策定業務について 

意見の概要 意見に対する事務局の考え方 

 国土交通省では、令和２年１１月の「地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律」の改正と合わせ、地域公共交通計

画と補助制度の連動化を行った。 

 今後、地域間幹線系統補助や地域内フィーダー補助を活

用するためには、補助系統の地域の公共交通における位置

づけや、補助事業活用の必要性等について、計画に記載する

必要があるため、最終案の作成にあたっては、留意してほし

い。 

 現在、地域間幹線系統補助を受けている路線があるため、

計画の記載については、記載漏れがないよう十分に注意い

たします。 

 全体的な交通の利便性の向上を目指していることについ

ては承認します。バス事業者との共存、共栄できる体制に期

待したい。 

 路線バスを含む既存公共交通は、地域の皆様にとっての

重要な移動手段であることから、まずは路線バス等の活用

を前提とした公共交通網の再構築を目指してまいります。 

 理論と実際の差異が現実であるため、少しでも理想とす

る試行案を策定し、常に試行判断と疑義、訂正すべき点を見

出すことが必要である。 

 そして、より実現可能な事業を確立したい。本件は、将来

的に絶対必要とする公的事業であり、利用者負担と補助は

当然ながら、社会的な基盤として確立させたい。 

毎年度、各取組の進捗管理及び評価を行う中で、取組の方

法等改善できるものについては、都度改善を図ってまいり

たいと考えております。 

また、今後、移動手段の確保に対する関心が高まる中で、

既存公共交通を維持するための公的補助を継続するととも

に、地域の皆様の公共交通利用に関する意識の醸成を図る

など、交通事業者や市、地域の皆様を含む地域全体で公共交

通を支えられるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 



 

別紙 

 現在、地域公共交通機関の再構築が必要と騒がれている。 

 ＪＲ東日本ローカル線の赤字に伴うもので、在来線と新

幹線の利益でローカル線を補填している現状があり、バス

路線への変更も議論されている。 

 目指すべき地域の公共交通機関の姿をどのような交通で

実現するのかを考えたとき、デマンド交通は有効である。 

 持続可能な事業開発を早急に確立すべきと考え、現在の

袖ケ浦市で進行中の計画を支持する。 

委員のご意見のとおり、現在、鉄道を含む公共交通を取り

巻く環境は非常に厳しいものとなっております。 

予算や人材が限られている状況を踏まえて、できる限り

最適な公共交通網を形成することを検討してまいります。 

また、デマンド交通に関しましては、既存公共交通を補完

するものとしてきめ細かなニーズに対応できる点で有効な

移動手段であると考えておりますが、持続可能なものにす

るためには、多くの方の利用が必須になりますので、併せて

利用促進に努めてまいります。 

 デマンド交通実証事業については、大変関心を持ってい

る。市内各地域は、人口動態や住居形態が異なっていても、

高齢化による移動手段を確保する必要性が年々高まってい

くことは、どの地区でも同じである。 

 今回の長浦地区で運行するデマンド交通については、実

施していく中で様々な面において当初の予想と違う事象が

生じる可能性がある。しかしながら、忍耐強く工夫を重ねる

ことで問題点を克服してほしいと思う。 

 それらの問題を解決して前へ進めることで、他地域での

導入を検討する場合の最適化が図れるものになると思う。 

 今回、長浦地区で運行が開始されるデマンド交通が順調

に運用され、地域住民の外出の利便性向上に結実すること

を期待する。 

委員のご意見のとおり、今後、高齢化が進展していく中、

市内のどの地区においても移動手段確保の必要性が高まっ

てまいります。また、デマンド交通実証事業において、現時

点では予想していない課題が見つかることもあると考えて

おります。 

そのような中で、どのように既存公共交通を維持するの

か、また、デマンド交通がどのように既存公共交通を補完で

きるのかを検討していくことを念頭に、公共交通ネットワ

ークの再構築を図ってまいりたいと考えております。 

併せまして、デマンド交通につきましては、長浦地区での

実証運行での実績や課題点を踏まえ、より良い形で他地区

での実証運行を検討してまいります。 



 

別紙 

 交通計画は住民の足を担う使命があり、都市計画による

街づくりと地域開発等と密接不可分であることから、「市内

の地域の不均衡の是正、すなわち住民人口バランスの解消

を優先順位第一位とする」を目標にする業務計画を目玉と

するべきである。 袖ケ浦市の地域特性を生かした街づく

りがあって初めて交通問題の解決となる。 

 首都圏に位置する袖ケ浦市は近隣市に比較することなく

地理的に優位性を無駄にしている。 

 宝の持ち腐れを永年続けている。 

委員のご意見のとおり、公共交通施策と都市計画は密接

な関係にあり、連動することによってより良いまちづくり

が図れるものと考えております。 

そのため、本計画におきましては、令和２年に策定された

市総合計画及び都市計画マスタープランを上位計画とし、

整合を図りながら策定を進めてまいります。 

 



 

 

 

令和４年度 第２回袖ケ浦市地域公共交通活性化協議会 

会 議 次 第 

 

 
             日 時：令和４年８月８日(月)  

場 所：書面による開催 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  題 

（１）市内公共交通の現状について【資料１】 

（２）デマンド交通実証事業の進捗状況について【資料２】 

（３）袖ケ浦市地域公共交通計画策定業務について 

【資料３－１】、【資料３－２】 

 （４）その他 

  

４ 閉  会 
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議題（１）市内公共交通の状況について 

１．路線バスの状況について                

（１）市内補助対象路線の利用者数について             

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

路線名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

のぞみ野長浦線 49,180 49,329 54,708 51,972 39,819

馬来田線 51,098 52,905 55,091 44,935 39,151

平岡線 34,480 40,829 45,217 34,417 33,074

代宿団地袖ケ浦ＢＴ線 34,558 33,882 35,747 30,991 72,962

合　計 169,316 176,945 190,763 162,315 185,006
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（２）市内補助対象路線の補助金額について             

 

 

  （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

のぞみ野長浦線 6,084,572 7,019,605 6,333,356 6,842,912 7,905,168

馬来田線 12,855,460 10,811,182 10,460,467 8,193,161 6,492,492

平岡線 26,304,000 22,445,000 19,452,000 22,667,000 18,130,000

代宿団地袖ケ浦ＢＴ線 10,983,000 13,606,000 14,651,000 19,011,000 12,136,000

合　計 56,227,032 53,881,787 50,896,823 56,714,073 44,663,660

 

〇 利用者数については、近年増加傾向であったが、令和２年度は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により、前年度と比較し大きく減少した。令和３年度も同

様に代宿団地袖ケ浦ＢＴ線を除く３路線で利用者数は減少した。 

  代宿団地袖ケ浦ＢＴ線については、椎の森工業団地において新たに開業した企

業があったことや、鉄道との接続を考慮したダイヤ改正を行ったことにより、

利用者が大きく増加した。 

〇 補助金額については、令和２年度と比較して大きく減少した。これは、代宿団

地袖ケ浦ＢＴ線の利用者が大きく増加したことや、事業者の経営改善による経

費削減が主な理由である。 
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２．高速バスの状況について                

（１）高速バスの利用者数（袖ケ浦ＢＴ）について          

 

（単位：人） 

 

 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

川崎線 108,890 101,822 97,428 58,270 54,928

横浜線 272,500 260,042 244,852 124,460 150,938

羽田空港線 210,596 220,372 214,832 106,484 129,172

品川線 321,816 304,524 277,614 111,546 133,470

新宿線 189,280 185,466 178,710 79,542 101,966

東京線（アクシー号） 36,240 39,340 39,622 17,082 25,718

東京線（東京ガウライナー） 3,922 19,016 23,632 6,686 6,802

渋谷線 22,590 40,542 22,734 26,136

合計 1,143,244 1,153,172 1,117,232 526,804 629,130

利用者数
路線名

 

■高速バス路線別利用者数（袖ケ浦ＢＴ） 
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（２）高速バスの運行本数（袖ケ浦ＢＴ）について          

 

 

（単位：本） 

 

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

川崎線 19,408 19,560 19,306 16,380 15,826

横浜線 31,877 31,926 31,857 25,116 26,184

羽田空港線 26,813 26,822 27,136 25,636 27,246

品川線 39,470 39,443 39,138 33,010 33,829

新宿線 29,284 31,834 31,856 25,478 22,978

東京線（アクシー号） 15,317 15,310 15,111 12,689 14,163

東京線（東京ガウライナー） 1,268 5,078 5,520 1,647 1,530

渋谷線 8,647 14,958 12,202 7,226

合計 163,437 178,620 184,882 152,158 148,982

運行本数
路線名

 

■高速バス路線別運行本数（袖ケ浦ＢＴ） 
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〇 利用者数については、新型コロナウイルス感染症の影響により外出が控えられ

たことから、令和２年度に大きく減少し、対前年度比▲５３％となった。令和

３年度は、令和２年度と比較すると若干の回復が見られたものの、コロナ流行

前の令和元年度と比較すると、▲４４％であった。 

〇 運行本数については、利用者数の減少に伴い、コロナ流行前の令和元年度と比

較すると、▲１９％となった。 

〇 このような状況を踏まえ、市ホームページで高速バスの情報を発信する際に

は、高速バスが安全である旨を周知し、利用者数の回復を図っている。 
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３．鉄道の状況について                  

（１）１日あたりの平均乗車人員数について             
 

 

 
（単位：人） 

駅名
平成25年
(2013)

平成26年

(2014)

平成27年
(2015)

平成28年

(2016)

平成29年
(2017)

平成30年
(2018)

令和元年
(2019)

令和2年
(2020)

令和3年
(2021)

定期外 1,508 1,560 1,520 1,527 1,532 1,560 1,482 909 1,065

定期 4,793 4,607 4,643 4,560 4,504 4,561 4,601 3,746 3,841

合計 6,301 6,167 6,164 6,088 6,036 6,121 6,084 4,655 4,906

前年比 ▲2.1% ▲0.0% ▲1.2% ▲0.9% 1.4% ▲0.6% ▲23.5% 5.4%

定期外 1,157 1,223 1,245 1,326 1,378 1,535 1,542 1,019 1,235

定期 3,381 3,365 3,473 3,547 3,679 3,891 4,072 3,382 3,593

合計 4,538 4,588 4,719 4,873 5,058 5,427 5,615 4,402 4,828

前年比 1.1% 2.9% 3.3% 3.8% 7.3% 3.5% ▲21.6% 9.7%

定期外 53 50 50 49 47 45 41 29 29

定期 176 168 162 151 148 133 123 94 116

合計 230 219 212 200 196 179 165 124 146

前年比 ▲4.8% ▲3.2% ▲5.7% ▲2.0% ▲8.7% ▲7.8% ▲24.8% 17.7%

長浦

袖ケ浦

横田

 

■各鉄道駅の１日あたりの平均乗車人員数 
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〇 ＪＲ袖ケ浦駅については、駅海側の土地区画整理事業により子育て世代の人口

が増加したことに伴い、平均乗車人員数が増加傾向であったが、令和２年にお

いては、高速バス等と同様に、新型コロナウイルス感染症の影響により外出が

控えられたことから、１日あたりの平均乗車人員数が大きく減少した。令和３

年に若干回復したものの、コロナ流行前の水準には戻っていない。 

〇 ＪＲ長浦駅及びＪＲ横田駅については、少子高齢化の進展に伴い、平均乗車人

員数が減少傾向となっていたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一

層の減少が見られた。 

〇 特に、ＪＲ横田駅を経由するＪＲ久留里線を維持するためにも、引き続きＪＲ

東日本千葉支社や関係自治体と連携して、同線の活性化に努めていく必要があ

る。 
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４．タクシーの状況について                

（１）市内運行事業者及び保有台数について             

 

（２）輸送人員数について（全国）                 

 

 

 

 

■令和元年同月との輸送人員数の比 

出典：新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について（令和４年６月、国土交通省） 

事業者名
市内本店・営業所
における保有台数

主な待機場所

房総タクシー
株式会社

7台
JR袖ケ浦駅
袖ケ浦BT

姉ケ崎タクシー
株式会社

16台
JR長浦駅
袖ケ浦BT

株式会社ウルマ
ツアーリングサービス

21台
JR長浦駅
袖ケ浦BT

有限会社
石原タクシー

4台 JR横田駅
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〇 本市内においては、４事業者がタクシーを運行している。 

〇 輸送人員数の令和元年との比較では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の

発令に伴って、増減している。 

〇 一番多い月でも令和３年１２月の８０％弱となっており、厳しい状況が続いて

いる。 
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議題（２）デマンド交通実証事業の進捗状況について 

１．進捗状況                         

（１）手続関係                        

 ◆令和４年６月２１日 

関東運輸局に道路運送法第２１条の許可申請 

 

（２）住民周知関係                      

 ① 自治会役員周知 

◆令和４年６月１１日 

   長浦地区自治連絡会役員会において、各役員に事業周知 

  ◆令和４年６月２５日 

   蔵波区役員会において、各分区長に事業周知及び停留所看板設置の依頼 

  ◆令和４年７月 ２日 

   蔵波台自治連絡協議会役員会において、各自治会長に事業周知及び停留

所看板設置の依頼 

長浦駅前自治連絡協議会役員会において、各自治会長に事業周知及び停 

留所看板設置の依頼 

  ◆令和４年７月 ３日 

   代宿区役員会において、各分区長に事業周知及び停留所看板設置の依頼 

  ◆令和４年７月１７日 

久保田区役員会において、各分区長に事業周知及び停留所看板設置の依頼 

 ② 住民周知 

  令和４年７月の自治会回覧にて周知 
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（３）事業者周知関係                      

 ◆令和４年７月 ８日 

  君津木更津医師会二部会及び君津木更津歯科医師会に事業周知 

  その後、長浦地区内の医院及び歯科医院に事業周知及び看板設置の依頼 

 ◆令和４年７月１３日 

  袖ケ浦市商工会に事業周知 

  その後、長浦地区内の商店及び銀行に事業周知及び看板設置の依頼 

 

（４）民生委員への周知                    

 ◆令和４年７月２０日 

長浦地区民生委員児童委員協議会 

 ◆令和４年７月２９日 

  蔵波地区民生委員児童委員協議会 

 

２．今後の予定                        

 ９月上旬：事前会員登録会の実施 

 ９月中旬：停留所看板の設置 

９月１９日：予約受付開始 

 ９月下旬：テスト運行 

１０月３日：運行開始 
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議題（３）袖ケ浦市地域公共交通計画策定業務について 

１．審議内容・項目                      

（１）課題整理の修正                     

【資料３－２ Ｐ１～Ｐ４】 

令和３年度第３回地域公共交通活性化協議会（令和４年３月書面開催）にお

いて、審議・承認された内容について、主題と内容を一致させることや、文章

のつながりを分かりやすくすることを理由に、修正を行う。 

 

（２）基本方針の審議                     

【資料３－２ Ｐ５～Ｐ９】 

◆基本理念、基本方針及びその内容 

 ◆公共交通再編の基本的な考え方 

◆各公共交通機関の役割 

◆交通結節点のあり方 

◆公共交通骨格形成イメージ 

 

（３）目標の審議                       

【資料３－２ Ｐ１０】 

 ◆計画の目標及びその内容 

 

（４）事業の方向性の審議                   

 【資料３－２ Ｐ１１】 

  ◆目標を達成するための施策、事業の方向性及び事業主体 

 

（５）事業の方向性に関する今後の進め方            

  今回の会議の意見等を踏まえて施策・事業の方向性を修正した後に、各事業

の主体となる交通事業者等とどのようなことが可能なのかを協議し、案とし

てまとめていく。 

  ※上記のことから、現在資料３－２Ｐ１１に記載されている事業の方向性

については、事業者との協議の中で修正や項目の増減がされる可能性が

ある。 
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（６）今後の予定                       

  今回の意見等を踏まえ、必要に応じて全体的な変更・修正を行う。 

  最終案は、本年１１月開催予定の第３回協議会で決議を行う。 





 







 

 

 

 














